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①　公務員の種類
公務員には，国家公務員と地方公務員があります。
国の官庁やその出先機関で働くのが国家公務員，県庁や市役所（町村役場）及びその出先機関で

働くのが地方公務員です。
国家公務員と言っても，総合職・一般職のほかに，国税専門官や衆・参議院事務局職員などさま

ざまな採用試験が実施されています。
地方公務員の場合も，知事（市長）部局で仕事に就く職員とは別に，警察官や消防官などの公安

職のように，特定の仕事に従事する職員もいます。警察官は都道府県，消防官は市町村（又は広域
消防組合）の職員に属し，県立・市立学校の事務職員については，都道府県と市がそれぞれ採用試
験を行っています。
⑴　国家公務員

行政職を目指すなら，総合職・一般職などがあり，これらは採用後幅広い仕事に従事できます。
専門職なら，国税専門官，労働基準監督官などがありますが，総合職でも，技術系の職種（試

験区分）で合格し，研究職としての道を選べば，その道一筋，専門分野の仕事に従事できます。
⑵　地方公務員

公共の利益のために働く，という実感を強く持てるのが地方公務員です。行政が地域に密着し
ているので，範囲は限定されますが，自分たちの街をよくするという喜びには大きなものがあり
ます。

〈公務員の種類と特色〉
区 分 主な勤務先 仕 事 内 容

国
家
公
務
員

国家総合職
（院卒・大卒） 各省庁

従来の幹部候補として採用されるキャリア。政策の企
画立案，法律の制定・改定，予算編成など，日本の将
来を左右する行政の中枢を担う。異動を繰り返し，ゼ
ネラリストとしての見識を深めていく。

国家一般職 各省庁の本庁
および付属機関

中央官庁の中堅職員あるいは出向機関の幹部職員と
して，国家の屋台骨を支える存在である。スペシャリ
ストとして特定の部局を中心にした異動が多い。職務
形態は多様である。

地
方
公
務
員

道府県庁 各道府県庁および
その出先機関

市役所の区域を越える広域的行事や連絡行政事務を
行う。総合開発企画の策定や道路・河川の管理など，
仕事の分野は幅広い。特定の部局に限らず，本庁の各
部門や出先機関の様々な職場に幅広く配置され，多様
な職務に従事する。

都　　庁 東京都庁および
その出先機関

業務内容は基本的に道府県と同じだが，1,300 万人の
都民を対象に日本の首都東京の未来を担う大変やり
がいのある仕事である。

政令指定都市 札幌市，仙台市，横浜市，名
古屋市，大阪市，福岡市 ほか

政令で指定を受けた人口 50 万人以上の市。本来道府
県が行う事務を含め，一般の市に比べて分掌事務が広
範囲にわたる。

特 別 区 東京 23 区の各区役所
事務内容は基本的に一般の都市と同じであるが，首都
東京に拠点を置きつつ地元に密着した仕事が出来る
という魅力がある。

市 役 所
町村役場

各市役所
各町村役場

住民生活に密着した第一線の業務を担う。住民の健康
安全の確保，戸籍の管理など身近で基礎的なサービス
を提供する。

４　公務員の仕事
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①　公務員の受験手続から正式採用まで
⑴　採用試験の公告

国家公務員の試験は人事院が，地方公務
員の試験は，都道府県は各人事委員会，市
町村は各人事課や職員課などが，それぞれ
採用試験についての公告を行っています。

公告は官報又は広報，ホームページ，
新聞などを通じて発表されます。なお，
受験に関しての説明会が設けられること
もあるので確認が必要です。

また，技術職については欠員が生じない
と採用しない場合があるので注意が必要で
す。当該官庁へ事前に問い合わせて確認し

５　公務員の受験

てください。
⑵　受験申込書（願書）の入手

受験申込書（願書）は，採用試験の公告と同時に配布されますが，事前に採用試験実施機関や
その出張所に出向いて直接受け取ることも，郵送して頂くことも可能です。

郵送を依頼する際には，切手を貼った返信用封筒を同封した上で，封筒の表に○○（職種名）
請求と朱書きして，投函してください。
⑶　受験申込書記入上の注意

人事院や人事委員会などでは，申込受付後に記入事項についての審査を行い，受験資格に合致
しているかどうかをチェックするほか，人物調査の際の参考にもしますので，必要事項の記入に
は正確さが求められます。なお，不正確な部分があったり間違った記入が発見されると，無効に
なることがあるので注意が必要です。

②　試験の日程
試験は第一次試験と第二次試験に分かれており，複数の受験先の併願が可能です。
公務員試験の日程は，年度により大幅に変更されることがありますので，早い段階からホームペー

ジ等で最新の情報を確認してください。
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